
【別紙１】 

特記仕様書への記載例 

第〇条 週休２日工事の試行について 

本工事は、発注者指定型の週休２日試行工事である。 

実施については、桜井市ホームページで公開している桜井市「週休２日試行工事」実施マ

ニュアル（令和７年８月）により行うものとする。 

 


